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○ 後期高齢者医療制度の問題点を改めるとともに、利点は残し、更に後期高齢者医療制度の廃止を契機として国保
の広域化を実現する。

新制度の方向性

Ⅰ 年齢で区分しない。保険証も現役
世代と同じ。

Ⅰ 年齢による区分（保険証）
75歳到達で、これまでの保険制度から

分離 区分 保険証も別

後期高齢者医療制度の問題点 新制度

後期高齢者医療制度 Ⅱ 高齢者の保険料の伸びが、現役
世代の保険料の伸びよりも大きく乖
離しないよう抑制する仕組みを導入。

Ⅲ 国保は世帯主がまとめて保険料

分離・区分。保険証も別。

Ⅱ 高齢者の保険料の増加
高齢者の医療費の増加に比例して高齢

者の保険料が増加。

後期高齢者医療制度
は老人保健制度の問
題点を改善するための
制度であったが、独立
型の制度としたことに 負担。被用者保険に移る被扶養者

は負担なし。

Ⅳ 現役世代と同じ制度に加入する
ことで 世帯当たりの負担は軽減

Ⅲ 被扶養者の保険料負担
個人単位で保険料を徴収するため、扶

養されている高齢者も保険料負担。

Ⅳ 患者負担

改
善

型の制度としたことに
よる問題が生じている

ことで、世帯当たりの負担は軽減。

Ⅴ 国保・健保組合等に健康診査の
実施義務。

患者負担の上限は、同じ世帯でも、加入
する制度ごとに適用される。

Ⅴ 健康診査
広域連合の努力義務となった中で、受

旧老人保健制度の問題点
診率が低下。 高齢者も現役世代と同じ制度（国保又は被用者保

険）に加入すること等でメリットが生じる①負担割合
高齢者と現役世代の

負担割合が不明確。

②

後期高齢者医療制度の利点

旧老人保健制度の問題点

① 高齢者の医療給付費について、公費・
① 高齢者の医療給付費について、
公費 現役世代 高齢者の負担割合②高齢者の保険料負

担
それぞれ市町村国

保・被用者保険に加入

① 高齢者 医療給 費 、 費
現役世代・高齢者の負担割合を明確化。

② 原則として、同じ都道府県で同じ所得で
あれば、同じ保険料。

維
持

公費・現役世代・高齢者の負担割合
を明確化。

② 国保に加入する高齢者は、原則
として、同じ都道府県で同じ所得で

ば 保

改
善

しているため、同じ所
得であっても、保険料
負担が異なる。

あれば、同じ保険料。
あれば、同じ保険料。

国保の高齢者医療を都道府県単位化すること等で維持
⇒次の段階で現役世代も都道府県単位化 2



○ 加入する制度を年齢で区分することなく、何歳になっても、サラリーマンである高齢者の方や

制度の基本的枠組み

被扶養者は被用者保険に、これら以外の地域で生活している方は国保に、それぞれ現役世代
と同じ制度に加入するものとする。

○ 高齢者も現役世代と同じ制度に加入することにより、年齢によって保険証が変わることはなく
なり、世帯によっては保険料・高額療養費等の面でメリットが生じる。（別紙）

＜現行制度＞ ＜新制度＞
保険料は 被扶養者

後期高齢者医療制度

１ ２００万人 ２００

保険料は
世帯主が
まとめて
納める

被扶養者
は保険料
負担がな
くなる

１,４００万人

７５歳
＜加入する制度を年齢で区分＞ ＜加入する制度を年齢で区分しない＞

１,２００万人 ２００
万人

,

国 保 被用者保険 国 保 被用者保険国 保
（３,６００万人）

被用者保険
（７,４００万人）

国 保 被用者保険
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新たな制度における高齢者のメリット

○ 高齢者の方々も、現役世代と同じ国民健康保険や被用者保険に加入することにより、以下の例
のようなメリットが生じる。

（別紙）

現行制度（後期高齢者医療制度） 新たな制度

○ 保険料の納付義務は高齢者の個々人。
⇒ 国保の世帯員であった高齢者や被用者保険の被扶養者であっ
た高齢者 も納付義務が生じる

○ 保険料の納付義務は世帯主。
⇒ 世帯主以外の高齢者は保険料の納付義務が無くなる。

のようなメリットが生じる。

た高齢者にも納付義務が生じる。
【具体例】

世帯員Ａ（80歳 後期高齢者医療）：Ａの保険料を納付
世帯員Ｂ（75歳 後期高齢者医療）：Ｂの保険料を納付
世帯主Ｃ（45歳 国保） ：Ｃ・Ｄの保険料をまとめて納付
世帯員Ｄ（40歳 国保） ：保険料の納付義務無し

【具体例】
世帯員Ａ（80歳 国保）：保険料の納付義務無し
世帯員Ｂ（75歳 国保）：保険料の納付義務無し
世帯主Ｃ（45歳 国保）：Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの保険料をまとめて納付
世帯員Ｄ（40歳 国保）：保険料の納付義務無し世帯員Ｄ（40歳 国保） ：保険料の納付義務無し 世帯員Ｄ（40歳 国保）：保険料の納付義務無し

○ 保険料の軽減判定は、医療保険ごとに行う。
⇒ 同じ世帯であっても軽減判定は別に行うため、保険料負担が
増加する事例が生じる。

【具体例】
世帯員Ａ（80歳 後期高齢者医療 年金収入165万円） 2割軽減※

○ 保険料の軽減判定は、世帯全体で行う。
⇒ 同じ国保世帯として最終的な軽減判定が行われるため、

保険料負担の増加が解消される。
【具体例】

世帯員Ａ（80歳 国保 年金収入165万円） 5割軽減※世帯員Ａ（80歳 後期高齢者医療 年金収入165万円）：2割軽減※
世帯員Ｂ（75歳 後期高齢者医療 年金収入 80万円）：2割軽減※
世帯主Ｃ（45歳 国保 給与収入120万円）：5割軽減
世帯員Ｄ（40歳 国保 給与収入 50万円）：5割軽減

※ Ａ及びＢの軽減判定方法
Ａ所得30万円+Ｂ所得0円+Ｃ所得55万円

世帯員Ａ（80歳 国保 年金収入165万円）：5割軽減※
世帯員Ｂ（75歳 国保 年金収入 80万円）：5割軽減※
世帯主Ｃ（45歳 国保 給与収入120万円）：5割軽減
世帯員Ｄ（40歳 国保 給与収入 50万円）：5割軽減

※ Ａ及びＢの軽減判定方法
Ａ所得30万円+Ｂ所得0円+Ｃ所得55万円＋Ｄ所得0円所得 万円 所得 円 所得 万円

＞33万円＋24.5万円×2人（5割軽減非該当）
＜33万円＋35万円×2人（2割軽減該当）

所得 万円 所得 円 所得 万円 所得 円
＜33万円＋24.5万円×3人（5割軽減該当）

○ 高額療養費の自己負担限度額は、医療保険ごとに適用。
⇒ 同じ世帯であっても加入する医療保険の自己負担限度額が
それぞれ適用される

○ 高額療養費の自己負担限度額は、世帯全体で適用。
⇒ 同じ国保世帯として自己負担限度額が一本化され、

世帯の負担が軽減されるそれぞれ適用される。

【具体例】

世帯の負担が軽減される。

【具体例】

自己負担限度額 世帯の負担額

世帯員Ａ（80歳 後期高齢者医療） Ａ・Ｂで
24,600円

（低所得Ⅱ 分）世帯員Ｂ（75歳 後期高齢者医療）

自己負担限度額（＝世帯の負担額）

世帯員Ａ（80歳 国保）

世帯員Ｂ（75歳 国保）（低所得Ⅱ区分）
60,000円

世帯員Ｂ（75歳 後期高齢者医療）

世帯主Ｃ（45歳 国保） Ｃ・Ｄで
35,400円

（低所得者区分）世帯員Ｄ（40歳 国保）

35,400円
（低所得者区分）

世帯員Ｂ（75歳 国保）

世帯主Ｃ（45歳 国保）

世帯員Ｄ（40歳 国保）
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○ 市町村国保の中の、少なくとも７５歳以上の高齢者医療については、都道府県単位の財政運

国保の広域化

○ 市町村国保の中の、少なくとも 歳以 の高齢者医療に ては、都道府県単位の財政運
営とすることが不可欠。

○ 市町村国保の財政基盤を考えると、高齢者のみならず全年齢を対象に、国保の広域化を図る
ことが不可欠。都道府県が策定する「広域化等支援方針」に基づき、保険料算定方式の統一など、
都道府県単位の財政運営に向けた環境整備を進めた上で、全年齢を対象に都道府県単位化を
図る。

＜ 新制度 ＞＜ 現行制度 ＞ ＜ 新制度 ＞

都道府県単位の
財政 営

＜ 現行制度 ＞

独立制度による
都道府県単位の財政運営

７５歳

財政運営

全年齢を対象に
都道府県単位の
財政運営

都道府県単位の財政運営
（運営主体：広域連合）

75歳

都道府県単位
の財政運営に
向けた環境整

財政運営

市町村単位
の財政運営

・財政基盤

６５歳

対象を
備を進める

・財政基盤
が弱い

・保険料が
バラバラ

対象を
６５歳
以上と

すること
も検討。
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国 保 被用者保険 国 保 被用者保険国 保 被用者保険

※「都道府県単位の財政運営」の主体を具体的にどこにすべきか、引き続き検討する。

も検討。



都道府県単位の財政運営とした場合の国保の運営のスキーム

○ 「都道府県単位の運営主体」と「市町村」が、分担と責任を明確にしつつ、国保を地域の総合
力により共同運営する仕組みとする力により共同運営する仕組みとする。

○ 具体的には、「都道府県単位の運営主体」は、都道府県単位の標準保険料率の算出・会計の
処理等の事務を行う。

○ 「市町村」は、保険料の賦課・徴収、資格管理、保健事業などの事務を行う。

都道府県単位の運営主体 市 村 保 財政基盤等を考 ると都道府

○ 市町村」は、保険料の賦課 徴収、資格管理、保健事業などの事務を行う。
※給付事務については、いずれの主体で行うべきか、引き続き、検討。

都道府県単位の運営主体

各市町村の納付すべき保険料額の算定・納付

市町村国保の財政基盤等を考えると都道府
県単位の財政運営が必要

市町村 市町村

各市町村の納付すべき保険料額の算定 納付
都道府県単位の標準保険料率の
算出・会計の処理等

各被保険者の保険料額の算定・納付

被保険者の利便性等を考えると、窓口サー
ビスや保険料の徴収、健康づくりなどは、
住民に身近な市町村が行うことが必要

被保険者 被保険者 被保険者被保険者 保険料の賦課・徴収、資格管理、保健事業等

※高齢者の保険料は、同一世帯の他の現役世代の
保険料と合算し、世帯主が納付
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